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土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
理
事
長
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
認
可
の
申
請
が
あ
り
、
同
条
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
、
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と

決
定
し
た
か
ら
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年��月�日 第�����号(�)

大
原
郡
木
次

町
土
地
改
良

区 事
業
主
体
名

大
川
上
地
区
農
道
事
業

(

非
補

助
土
地
改
良
事
業)

事

業

名

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

縦
覧
の
期
間

木
次
町
役

場 縦
覧
の

場

所

出
雲
市
土
地
改
良

区
事
業
主
体
名

野
尻
東
地
区
農
道
事
業

(

基
盤
整
備
促
進
事

業)

事

業

名

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

完
了
年
月
日

第
一
、
五
一
〇
号

平
成
十
五
年
十
月
三
日

(

金
曜
日)


�

�
�土

地
改
良
事
業
計
画
書
の
縦
覧

(

農

村

整

備

課)

一

土
地
改
良
法
の
規
定
に
基
づ
く
工
事
完
了
の
届
出

(

農

村

整

備

課)

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

〃

)

二

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
の
規
定
に
基
づ
く
駆
除
命
令

(

森

林

整

備

課)

二

保
安
林
の
指
定
の
解
除

(

三
件)

(

〃

)

三

保
安
林
予
定
森
林

(

七
件)
(

〃

)

三

解
除
予
定
保
安
林

(

二
件)
(

〃

)

六

島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
の
一
部
改

(
水

産

課)

七

正島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
の

(
〃

)

七

一
部
改
正

島
根
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
改
正

(

産

業

振

興

課)

七

換
地
処
分
の
届
出

(

都

市

計

画

課)
一
〇

�
�特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る
書
類
の
縦

(

環
境
生
活
総
務
課)

一
〇

覧平
成
十
五
年
度
調
理
師
試
験
の
合
格
者

(

健

康

推

進

課)

一
一

平
成
十
五
年
度
島
根
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
合
格
者

(

農

業

経

営

課)

一
一

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

(

都

市

計

画

課)

一
一

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

〃

)

一
二

���������������������������������������
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�
�
�
�
�
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�
�

次
に
掲
げ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

森
林
病
害
虫
等
防
除
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

区
画
及
び
期
間

�

区
域

隠
岐
郡
西
郷
町
、
布
施
村
、
五
箇
村
及
び
都
万
村
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と

す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
隠
岐
支

庁
並
び
に
隠
岐
郡
西
郷
町
、
布
施
村
、
五
箇
村
及
び
都
万
村
役
場
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。)

�

期
間

平
成
十
五
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

森
林
病
害
虫
等
の
被
害
を
受
け
た
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て
、

薬
剤
散
布
、
焼
却
、
又
は
く
ん
蒸
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の�

の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
区
域
に
お
い
て
、
二
に
掲
げ
る
森
林
病
害
虫
等
に
よ
る
被
害
が
発
生

し
て
お
り
、
三
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
一
の�

の
区
域
の
森
林
に
重
大

な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

�

三
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

�

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
そ
の
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
隠
岐

支
庁
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、�

に
よ
り
申
請

書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

�

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該

措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
隠
岐
支
庁
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る

�

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の�

に
定
め
る
期
間
に
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、

当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

�

知
事
は
、�
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う

べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と

な
る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る

平成��年��月�日 第�����号 (�)

西
比
田
地
区

(

第
七
工
区)

区
画
整
理
事
業

(

県
営
ほ
場
整
備
事

業) 西
比
田
地
区

(

第
六
工
区)

区
画
整
理
事
業

(

県
営
ほ
場
整
備
事

業) 西
比
田
地
区

(

第
五
工
区)

区
画
整
理
事
業

(
県
営
ほ
場
整
備
事

業) 西
比
田
地
区

(

第
四
工
区)

区
画
整
理
事
業

(

県
営
ほ
場
整
備
事

業) 西
比
田
地
区

(

第
一
工
区)
区
画
整
理
事
業

(

県
営
ほ
場
整
備
事

業)

事

業

名

平
成
十
二
年
五
月
三
十
日

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日

平
成
十
三
年
四
月
二
十
七
日

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日

平
成
十
三
年
四
月
二
十
七
日

完

了

年

月

日
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こ
と
が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
金
城
町
大
字
小
国
イ
八
六
一
の
一
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
三
里
ハ
二
五
一
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
三
里
ハ
二
五
一
の
四
、
ハ
二
五
一
の
六
、
ハ
二
五
二
の
二
か
ら
ハ
二
五
二
の
六

ま
で
、
ハ
二
五
四
の
七
か
ら
ハ
二
五
四
の
九
ま
で
、
ハ
二
五
四
の
一
四
か
ら
ハ
二
五
四
の
一
六
ま
で
、

ハ
二
六
〇
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

江
津
市
松
川
町
長
良
一
〇
八
の
一
、
一
一
〇
続
二
、
一
一
一
、
一
一
一
続
一
、
一
一
三
、
一
一
四
、

一
一
四
の
一
、
一
一
五
、
一
一
六
、
三
五
八
の
一
か
ら
三
五
八
の
四
ま
で
、
三
五
九
か
ら
三
六
四
ま
で
、

三
六
四
の
一
、
三
六
四
続
一
、
三
六
五
か
ら
三
六
七
ま
で
、
四
一
八
、
四
一
八
内
一
、
四
二
〇
、
四
二

二
の
二
、
四
二
六
内
一
、
四
二
七
、
四
二
八
、
四
二
八
内
一
、
四
二
九
、
四
三
〇
、
四
三
〇
内
一
、
四

三
一
の
一
、
四
三
一
の
二
、
四
三
二
か
ら
四
三
七
ま
で
、
四
四
一
、
四
四
一
の
一
、
四
四
二
、
四
四
三
、

平成��年��月�日 第�����号(�)
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四
四
三
の
一
か
ら
四
四
三
の
七
ま
で
、
四
四
四
、
四
四
五
、
四
四
五
の
一
、
四
四
五
内
一
か
ら
四
四
五

内
三
ま
で
、
四
四
六
内
一
、
四
四
七
、
四
四
七
続
一
、
四
四
八
、
四
四
八
内
一
、
四
四
九
、
四
四
九
内

一
、
四
四
九
内
二
、
四
五
〇
、
四
五
〇
内
一
、
四
五
一
、
四
五
二
、
四
五
二
の
一
、
四
五
二
の
二
、
四

五
三
の
一
、
四
五
三
続
一
、
五
五
一
、
五
五
二
、
五
五
二
の
一
、
五
五
二
の
二
、
五
五
三
、
五
五
三
の

二
、
五
五
四
、
五
六
五
、
五
六
六
、
五
七
〇
の
二
、
五
七
〇
の
四
か
ら
五
七
〇
の
一
三
ま
で
、
五
七
二

の
一
、
五
七
六
の
一
、
五
七
七
、
六
〇
五
の
一
、
六
〇
五
続
一
、
六
〇
五
の
二
か
ら
六
〇
五
の
五
ま
で
、

六
〇
六
、
六
〇
六
の
一
、
六
〇
六
の
二
、
六
〇
八
、
六
〇
八
の
一
、
六
〇
八
の
二
、
六
〇
九
か
ら
六
一

一
ま
で
、
六
一
九
、
六
二
〇
の
一
、
六
二
一
、
六
二
二
、
六
二
二
の
一
、
六
二
二
の
二
、
六
二
四
、
六

二
五
、
六
二
七
、
六
二
八
、
六
二
八
の
一
、
六
三
〇
か
ら
六
三
九
ま
で
、
六
四
三
、
六
四
四
、
六
四
四

の
一
、
六
四
六
、
六
五
三
の
一
、
六
五
三
の
二
、
六
五
五
、
六
五
五
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
江
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

平
田
市
美
談
町
字
東
谷
一
七
六
三
、
一
七
六
四
、
一
七
六
七
か
ら
一
七
七
七
ま
で
、
一
七
八
三
か
ら

一
七
八
七
ま
で
、
字
旅
伏
一
八
七
二
の
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
平
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

八
束
郡
八
雲
村
大
字
西
岩
坂
一
八
七
四
の
一
、
一
八
七
五
、
三
七
〇
七
の
一
、
三
七
〇
七
の
二
、
三

七
〇
八
か
ら
三
七
一
三
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

平成��年��月�日 第�����号 (�)
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�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
八
雲
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

仁
多
郡
仁
多
町
大
字
高
尾
一
三
四
一
の
一
、
一
三
四
一
の
三
か
ら
一
三
四
一
の
五
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
仁
多
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

仁
多
郡
仁
多
町
大
字
高
尾
一
三
四
一
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
仁
多
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
川
本
町
大
字
川
下
一
五
九
〇
の
一
、
一
五
九
五
、
三
六
九
一
、
三
六
九
四
、
三
六
九
五
の
一
、

三
六
九
八
、
三
七
〇
一
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

平成��年��月�日 第�����号(�)



島 根 県 報
�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
川
本
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

鹿
足
郡
六
日
市
町
大
字
田
野
原
二
三
三
八

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
六
日
市
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
一�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
石
見
町
大
字
日
貫
四
七
三
六
の
五
、
四
七
三
六
の
六
、
四
七
四
四
の
一
〇
、
四
七
四
四
の

一
一

二�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三�

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
一�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
石
見
町
大
字
日
貫
四
七
三
六
の
四
・
四
七
三
六
の
七
・
四
七
三
六
の
八

(

以
上
三
筆
国
有

林)

二�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三�

解
除
の
理
由

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
一�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

出
雲
市
西
園
町
字
長
浜
四
三
四
九
の
三
〇
、
四
三
四
九
の
三
八

二�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

平成��年��月�日 第�����号 (�)
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風
害
の
防
備

三�

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
一�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

出
雲
市
西
園
町
字
長
浜
四
三
四
九
の
三
八

二�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三�

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱

(
平
成
十
三
年
島
根
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�


�

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
の
規
定
は
、
平
成

十
五
年
九
月
十
九
日
以
後
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱

(

平
成
十
三
年
島
根
県
告
示
第
二
百
六
十

九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

第
五
条
第
二
号
中

｢

一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

�


�

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
の
決
定
は
、

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
以
後
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�

島
根
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金
交
付
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
島
根
県
告
示
第
四
百
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

者｣

を
削
る
。

第
二
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

別
表
第
一
の
も
の
づ
く
り
試
作
枠
の
う
ち
、
取
引
多
様
化
部
門
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
第
五
条
に
規
定
す
る
振
興
事
業
計
画
の
承
認
を
受
け
て
そ
の
計

画
を
実
施
す
る
者
、
又
は
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
下
請
事
業
者
で
あ
つ
て
、
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
親
事
業
者
と
の
下
請
取
引

(

二
次
下
請
取
引
等
間
接
取
引
を
含
む
。)

額
が
原
則
と
し
て
全

体
の
取
引
額
の
お
お
む
ね
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
お
り
、
当
該
親
事
業
者
以
外
の
新
た
な
販

平成��年��月�日 第�����号(�)

｢

別
表
中

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内



島 根 県 報

路
開
拓
を
図
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
も
の
づ
く
り
試
作
枠
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
直
接
人
件
費
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
三
の
表
委
託
費
の
項
中

｢

法
人
格
を
有
す
る｣

を
削
る
。

様
式
第
一
号
の
別
紙
二
の�

の
�
の
①
の
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月�日 第�����号 (�)

取
引
多
様
化
部
門

新
た
な
販
路
開
拓
の
た
め
の
技
術

委
託
費

中
小
企
業
の
団
体
が
行
う
研
究
開
発
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
団
体
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
中
小
企
業
者
に
対
し

て
行
う
研
究
開
発
の
委
託
に
要
す
る
経
費

(

こ
の
経
費

は
補
助
対
象
経
費
総
額
の
三
分
の
二
を
超
え
な
い
額
と

す
る
。)



島 根 県 報平成��年��月�日 第�����号(�)
ロ
資
金
支
出
内
訳

経
費

区
分

(注
�
)

種
別

(注
�
)

仕
様

(注
�
)

単
位

数
量

単
位(円
)

(注
	
)

開
発
事
業
に
要

す
る
全
経
費(円
)

(注


)

補
助
事
業
に
要

す
る
経
費(円
)

(注
�
)

補
助
対
象
経
費

(円
)

備
考

原
材

料
費

計

(注
�
)

構
築

物
費

計

(注
�
)

機
械
装
置
､
工
具
器
具
費

計

外
注

加
工

費
計

(注

)

技
術
指
導
受
入
れ
費

計

(注
��)

直
接

人
件

費
計

委
託

費
計

そ
の

他
計

合
計

(注
�
)



島 根 県 報

様
式
第
一
号
の
別
紙
二
の�

の
�
の
②
の
ロ
及
び
③
の
ロ
中

｢補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣

を

｢開
発

事
業
に
要
す
る
全
経
費
｣

に
、

｢補
助
対
象
経
費
｣

を

｢補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣

に
、

｢補
助
金
交

付
申
請
額
｣

を

｢補
助
対
象
経
費
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
二
の
�
の�

中

｢補
助
事
業
に
要
す
る
経

費
｣

を

｢開
発
事
業
に
要
す
る
全
経
費
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
二
の
�
の�

か
ら�

ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

�
｢開
発
事
業
に
要
す
る
全
経
費
｣
と
は
､
開
発
題
目
の
開
発
に
お
い
て
中
小
企
業
者
等
が
要
す
る
全

て
の
経
費
を
い
い
､
こ
こ
で
は
数
量
に
単
価
を
乗
じ
た
金
額
を
い
う
｡

�
｢補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣
と
は
､
｢開
発
事
業
に
要
す
る
全
経
費
｣
の
う
ち
で
､
補
助
対
象
と

な
る
経
費
を
い
う
｡

�
｢補
助
対
象
経
費
｣
と
は
､
｢補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣
の
う
ち
で
､
補
助
金
の
交
付
を
希
望
す

る
額
で
､
そ
の
限
度
は
､
｢補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣
に
補
助
率
を
乗
じ
た
額
に
な
る
｡

様
式
第
一
号
の
別
紙
二
の
�
の
��
中

｢を
超
え
る
者
は

�����時
間
を
限
度
｣

を

｢以
内
と
な
る
計
画
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
の
別
紙
二
の
表
中｢補

助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣

を｢開
発
事
業
に
要
す
る
全
経
費
｣

に
、

｢補
助
対
象
経
費
｣

を

｢補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
｣

に
、

｢補
助
事
業
に
要
し
た
経
費
｣

を

｢開
発
事

業
に
要
し
た
全
経
費
｣

に
改
め
る
。

�
�

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
出
雲
都

市
計
画
事
業
出
雲
市
駅
周
辺
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
者
出
雲
市
代
表
者
出
雲
市
長
西
尾
理
弘
か
ら

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
付
け
で
換
地
処
分
を
行
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

い
き
い
き
倶
楽
部

三

代
表
者
の
氏
名

上
ヶ
迫
昌
宏

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浜
田
市
生
湯
町
一
〇
一
九
番
地
甲

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
な
ど
単
独
で
は
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
困
難
な
移
動
制
約

者
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
そ
の
移
動
手
段
を
確
保
し
社
会
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
等
の
生
活
支

援
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

(

県
庁
南
庁
舎
一
階)

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

平成��年��月	日 第�����号 (��)



島 根 県 報

平
成
十
五
年
度
調
理
師
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

渡
部

慎
子

原

佐
恵
子

和
田

優
子

�

岡
愼
太
郎

梶
田

美
鈴

曾
田

真
史

嘉
手
川

良

高
野

和
夫

立
花

弥
生

渡
部
真
由
美

和
田

壮
平

渡
部

明
子

種
元

久
子

�

木
三
豊
子

鹿
谷

肇

廣
田

司

松
本

香
織

石
原

絹
子

服
部

弓
子

藤
岡

留
美

幡
垣
と
し
子

成
合

信
子

川
角

健
太

上
原

初
惠

福�

順
子

山�

佳
史

卜
蔵

恵
子

石
川

正
人

小
谷

香

藤�

路
子

村
松

和
子

津
森

和
子

光
岡

健
一

築
道
喜
代
美

日
室

壽
絵

市
川

睦
士

舟
木

和
弘

松
崎
祐
紀
子

岩�

幸
美

坂
根

勝
行

田
中

敦
子

山
崎

睦
江

和
田

晴
美

寺
津

彰
宏

秦

伸
也

磯
田

修

白
濱
万
里
衣

山
本

優

矢
田

妙
子

勝
部
こ
と
み

藤
澤

久
美

藤
原

康
子

石
川
八
代
子

山
根
美
紀
枝

上
代
加
奈
子

内
田
美
代
子

佐
々
木
和
博

板
持

惠
子

奥
野

宏
貴

佐
藤
真
由
美

廣
瀬
ゆ
か
り

川
西

綾
子

川
本

晃
代

岡
田

千
香

佐
藤

誠
治

原

序

森
脇

優
子

漆
谷

容
子

黒�

さ
と
み

桑
原

享
子

岡
村

美
奈

古�

真
澄

足
立

直

谷
川

智
美

日
高

光
子

土
江

百
恵

小
村
恵
美
子

景
山

明
美

天
尾
栄
理
香

結
城

伸
司

妹
尾

要
子

�

見

知
夏

和
泉

奈
里

三
浦

悦
子

三
浦

民
子

川
島

和
美

勝
部

勝
枝

岡�

利
恵

石
原

孝
子

林

朋
宏

福
田

淳

川
信

洋
子

野
田

道
子

坂
根

美
希

井
上

弓
子

福
田

道
子

和
田

道
子

丸
山

常
子

金
子

新
司

田
中

直
美

森
野

綾
子

辻

厚
子

杉
谷

和
正

藤
原

�
江

北
原

功
二

渡
邉

敏
江

松
浦

光
代

大
屋
恵
美
子

山
田
千
恵
子

今
村
眞
智
子

森
下

弥
生

今
田

妙
子

佐
々
木
明
実

森
川

純
子

賀
藤
貴
志
子

小
寺

千
鶴

和
田

小
澄

塚�

貴
美

勝
田
亜
紀
子

森
江
は
る
み

大
平

玲
子

三
浦

浩
二

淺
浦
佳
代
子

篠
田
ふ
じ
み

長
澤
美
由
紀

板
坂

美
幸

牧
本
恵
美
子

佐
々
木
千
代
子

川
崎

光
代

長
澤

豊
子

船�

ふ
さ
み

今
谷

智
寿

佐
々
田
泰
子

東

君
江

田
城
妃
佐
子

横
田

貴
士

石
神

英
子

石
田

仁
美

稲
垣
志
津
枝

潮

悦
子

大
垰

佳
江

岡
本
あ
お
い

小
川
喜
美
子

木
代

幸
子

木
下

徳
子

桑
原

由
惠

齋
藤

協
子

齋
藤
久
美
子

齋
藤
日
登
美

櫻
井

夏
紀

澤
江

潤

下
森

武
志

下
地
加
代
子

浄
土

真
里

水
津
千
賀
子

高
松

浩
次

宅
野
明
希
子

田
中

隆
之

寺
戸
い
ず
み

登
石

千
寿

内
谷

敬
子

永
島

近
洋

中
山
宜
美
江

野
稲

康
江

野
村

達
也

原
田

芳
子

藤
井

幸
恵

藤
伊

陽
子

益
成

典
子

又
賀

愛

柳
井

圭
子

山
崎
小
百
合

山�

真
澄

山
本

明
子

和
田

和
代

和
田

文
子

平
田

直
美

坂
本

忠
司

井
上

百
代

半
田
惠
美
子

村
上
千
恵
美

山
口
ゆ
か
り

藤
田

将
人

瀧
川

幸
子

中
山

美
幸

二
見

晴
香

竹
谷
賀
奈
子

秋
月
か
ほ
る

�
本

静
枝

佐
々
木
伸
江

大
星

智
明

狩
野

高
範

香
田

貴
幸

平
成
十
五
年
度
島
根
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
合
格
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

森�

洸
瑛

永
島

進

石
浦

啓
佑

加
古

哲
也

森
木

弘
子

福
田

泰
子

平
井

純
子

山
本
真
悠
子

黒
木

宏
美

佐
藤

尚
美

應
地

信
宏

白
田

久
雄

村
上

圭
介

三
島

幹
広

渡
邊

芳
倫

元
井
奈
都
紀

中
谷

幸
夫

小
林

由
幸

石
井

大
我

森
本
ゆ
か
り

越
葉

麻
美

今
岡

敦
子

森
脇

明
弘

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

大
社
都
市
計
画
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

平成��年��月�日 第�����号(��)



平
成
十
五
年
十
月
三
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
月
三
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
認
可
の
告
示

(
平
成
十
五
年
九
月
二
十
二
日
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
八
十
号)

が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

出
雲
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
三
・
五
号
今
市
古
志
線

二

施
行
者
の
名
称

島
根
県

三

事
務
所
の
所
在
地

出
雲
市
大
津
町

出
雲
土
木
建
築
事
務
所

四

事
業
地

収
用
の
部
分

出
雲
市
今
市
町
、
今
市
町
南
本
町
、
上
塩
冶
町
及
び
塩
冶
神
前
五
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

平成��年��月�日 第�����号 (��)


